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  第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 子ども読書活動の意義 

 

 平成１３年１２月に施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」の

第２条基本理念に「子ども（おおむね 18 歳以下の者をいう。以下同じ。）の読

書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことができな

いものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所

において、自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環

境の整備が推進されなければならない。」と掲げられています。 

 子どもは身近な大人のぬくもりを感じながら本に触れ、本と出合います。一

緒に触れあうひとときの中で本に親しみ、楽しさを見つけます。幼い頃には、

お気に入りの本を、何度も読んで欲しいとせがむこともあるでしょう。そして、

さまざまな体験や学習を通して言葉を学び、自ら本を読む喜びを知ります。 

 やがて成長していく中で、子どもはさまざまな本と出合い、引き込まれるこ

とでしょう。時間を忘れ、まだ見ぬ世界を感じ、過去から未来に生きるいろい

ろな人や生き物と出会い、ときには読書を通して深く自分を見つめることもあ

るかもしれません。 

 このような時間は、表現力や想像力、さまざまな出来事に対して考える時間

を与えてくれるとともに、豊かな感性や心を育む上でとても貴重な時間です。 

 子どもは一日一日が成長の過程にあります。そのため、一人ひとりの発達段

階にあった読書活動が自由にできるよう、環境の整備や機会を与えることが必

要です。 

 

２ 計画策定の経緯 

  

 近年、テレビに加え、インターネット・携帯電話・ゲームなど様々な情報メ

ディアの普及や生活環境の変化などにより、子どもの余暇時間の過ごし方も多

様化しています。 

 このような状況の中で、子どもの「読書離れ」「活字離れ」が指摘されていま

すが、平成 20 年 5 月に実施された第５４回学校読書調査によると、1 ヶ月に

読む本の平均は小学生で 11.4 冊、中学生 3.9 冊、高校生 1.5 冊であり、1 ヶ

月に 1 冊も本を読まない「不読者」の割合は、小学生で 5.0％、中学生 14.7％、

高校生 51.5％と、成長するに従って本を読まなくなる傾向があります。 



 大人自身、読書の機会が少なくなるとともに、子どもに対しても、小さい頃

からの読書の習慣づけが十分とは言えなくなっています。愛知県も、平成１６

年３月、愛知県として取り組む施策及び市町村に期待する取り組みを示した「愛

知県子ども読書活動推進計画 ～いきいきあいちっ子を育むために～」を策定

しました。 

 これら国、愛知県における子どもの読書活動推進の基本的な考え方を踏まえ、

幸田町の地域性を考慮に入れて「幸田町子ども読書活動推進計画」を策定しま

す。 

 

３ 計画の期間 

 

 平成２２年度から概ね５年間 

 

４ 基本的方針 

 

 この計画は、すべての子どもたちが、本に親しむことのできるような環境の

整備を目標に、作成に当たり、次のことを基本にしました。 

 

（1） 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取り組みの推進 

（2） 子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

（3） 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

 

５ 基本目標 

 

 幸田町では、上記の基本的方針に沿って、子どもの読書活動を具体的に推進

していくため、以下の３つの基本目標を設け、この目標を達成するため、それ

ぞれの現状を明確にしたうえで、課題と取り組みを示します。 

 

 ３つの基本目標 

 

  基本目標１．家庭・地域・学校における子どもの読書活動の推進 

  基本目標２．子どもの読書環境の整備・充実 

  基本目標３．子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

 

 

 



第２章 推進のための具体的方策 

基本目標１  家庭・地域・学校における子ども読書活動の推進 

 

１、家庭における読書活動の推進 

 

〈現状〉 

テレビ、ゲームなどの映像メディア、インターネット、携帯電話などの情報

端末の著しい普及に加え、核家族化や共働き家庭の増加、塾や習い事、子ども

会などに関わる時間が増えたことにより、子どもの生活環境が変化し、読書を

通じた親子の時間を作ることが難しくなっています。 

 また、小さいお子さんを持つお母さんは、自分の子どもに何かしたいと思っ

ても、何から始めたらいいのか分からないという悩みも持っています。 

 

〈課題〉 

 子どもが初めて本に触れる事ができるのが家庭です。「読み聞かせ」に始まり、

子どもが本と出会うきっかけを作るとともに、その習慣化を図ることが必要で

す。 

 

〈取り組み〉 

・乳幼児期に、絵本を通して、保護者と心触れ合う時間を持つため実施してい

る「ブックスタート」（注）の継続・充実を図ります。 

・乳幼児健診等の各種保健センター事業の待ち時間等に、絵本を通した親子の

ふれあいを推奨し、家庭での実践を促します。 

・最も身近な存在である保護者が、子どもとともに読書の楽しさを分かち合う

ために、絵本の選び方や、家庭での読み聞かせに関する講座を実施し、読書の

重要性や読み聞かせの楽しさへの理解の促進を図ります。 

 

（注）生後４ヶ月未満の乳児のいるお宅を「こんにちは赤ちゃん訪問」する際に、

今後絵本を介してゆっくり触れ合う時間を持ってもらうよう、絵本を届け

ています。また、４ヶ月児健診では、絵本の読み聞かせ体験を実施してい

ます。 

 

 

 



２、町立図書館における読書活動の推進 

 

〈現状〉 

 図書館では、子どもが読みたい本を自由に選択し、読書の楽しみを知ること

ができるように、児童図書の充実に努めています。子どもと本をつなぎ、興味

と関心を起こさせるために、季節や行事などのテーマに沿った本の展示等を実

施しています。そのほか、子育て支援センターを訪問し、読み聞かせを行うア

ウトリーチ活動や、絵本作家講演会、読み聞かせボランティアと協働して定期

的におはなし会等を開催しています。 

 

〈課題〉 

 地域に図書館を根付かせ、子どもたちに本との出合いの機会を少しでも多く

提供するために、子どもに関わる地域のさまざまな施設や機関との連携・協力

を推進する必要があります。 

 

〈取り組み〉 

・豊富で多様な図書を、効果的また計画的に整備をし、児童図書の充実に努め

ます。 

・保育園、幼稚園、児童館等の子どもに関わる施設に対して、より充実した情

報提供に努めます。 

・現在、未就園児対象に行っているおはなし会を、小学生向けのものも企画し

ていきます。 

・ヤングアダルト世代（１５～１８歳）向けにおすすめ本などの情報のチラシ

や冊子を作成し、掲示・配布します。 

・保育園、幼稚園、児童クラブなどを対象とした、移動図書館について研究し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３、ボランティア団体の協力による推進 

 

〈現状〉 

・町立図書館「おはなしのへや」では、「図書館ボランティア」による、おはな

し会が定期的に開催されています。おはなし会の充実を図るため、朗読の技術

向上を目指し、加えて新規ボランティアの発掘のため、読み聞かせボランティ

ア養成講座も開催しています。 

・１２月に、午前・午後各１回「クリスマスおはなし会」の開催をしています。 

・小学校では、保護者や地域のかたによる「学校ボランティア」が読み聞かせ

を行っています。 

 

〈課題〉 

 子どもが読書に親しむ機会を提供しているボランティアグループの活動を支

援するとともに、関係施設等とのネットワークづくりを支援します。 

 

〈取り組み〉 

・図書館ボランティアと学校ボランティアの意見交換会を実施します。 

・保育園、幼稚園、小学校への出張読み聞かせの充実を図ります。 

・ボランティアグループの存在を広く町民に周知し、さまざまな場での活躍を

推進します。 

・ボランティア人口が増加するよう、養成講座の継続・充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４、児童館・子育て支援センターにおける読書活動の推進 

 

〈現状〉 

・児童館で、親子連れによる絵本の読み聞かせ、紙芝居をしている姿はよく見

受けられます。図書コーナーには、年齢に応じた本はあるが、実際に小学生が

読んでいるのは、マンガ本が中心です。 

・子育て支援センターに図書コーナーがあり、自由に好きな本に手を伸ばせる

ようになっており、貸し出しも行っています。また、毎週月曜日には絵本・紙

芝居・パネルシアター・ペープサートなどを使って、お話の会を行い、お話に

興味を持てるようにしています。 

・生後６ヶ月からの乳児を対象に開催している「よちよちサロン」の中では、

親子で絵本に触れる機会を持たせたり、母親に向けて絵本の読み方を伝えたり

することもあります。 

 

〈課題〉 

 児童館や子育て支援センターが実施する、様々な子どもの読書活動に関する

取り組みや事業を奨励するとともに、積極的に支援します。 

 

〈取り組み〉 

・児童館において、小学生の関心を絵本・物語本に向けるための環境づくりに

努めます。 

・「児童館だより」に絵本の紹介などを載せることを検討します。 

・両施設で開催している読み聞かせは、現在保育士・児童厚生員による読み聞

かせですが、今後はボランティアの方にも依頼していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５、学校・保育園・幼稚園における読書活動の推進 

 

〈現状〉 

 

Ⅰ 小学校 

・一斉読書を行っています。 

・読み聞かせボランティア（保護者や地域のかた）による、読み聞かせを行っ

ています。 

・学校図書館の利用についての基本的なルールやマナーを教えるオリエンテー

ションを行っています。 

・図書委員会の児童が中心となり、昼休みの貸出・返却活動の他、学校独自に

企画した活動で、子どもたち同士で読書の楽しさを伝え合っています。 

・幸田町独自に作成している「図書館ノート」（学年別）で系統的に図書館利用

指導・読書指導を行っている。 

・学校図書館嘱託指導員をおいて、本を借りるという読書の第一歩から、読み

聞かせ・本の紹介等読書の環境づくりをサポートをしています。 

 

Ⅱ 中学校 

・一斉読書を行っています。 

・新１年生を対象に、学校図書館の利用について、基本的なルールやマナーを

教えています。 

・図書委員会の生徒が中心となり、昼休みの貸出・返却活動の他、生徒の自主

性を生かした活動をしています。 

・図書委員会の生徒による「図書館だより」の発行をしています。 

・自由に図書室の本を手にする時間は十分ではありませんが、朝の読書などで 

短時間ではありますが、読書の時間を確保しています。 

 

Ⅲ 保育園・幼稚園 

・各クラスに本棚があり、自由遊びの時に自由に本を選び、保育士・教師に読

んでもらったり、自分で読んだりしています。 

・１週間に１度、絵本の貸出を行い、それに伴い「えほんノート」を保護者に

渡し、絵本を読んだときの、子どもの様子・反応等を書いてもらっています。 

・園だより等のお手紙で、おすすめの絵本を紹介しています。 

・縦割り保育のため、読み聞かせの時には３年齢を対象とすると、どうしても

下の年齢に合わせてしまうので、別に機会を設けて、年長児だけで少しレベル

を上げた絵本を読んでいます。 



〈課題〉 

 子どもが読書活動に親しむ姿勢を育成し、読書習慣を形成するとともに、学

校図書館等を積極的に利用し、意欲的な学習活動や読書活動を充実させます。 

 

〈取り組み〉 

 

Ⅰ 小学校 

・職員会議などを通じて、教職員全体の共通理解を図るとともに、司書教諭・

学校図書館嘱託指導員を中心とした、教職員の協力体制の確立を促します。 

・全校一斉の朝読書や読み聞かせをする環境をより充実させ、実施回数の増加

に努めます。 

・保護者などが読み聞かせボランティアとして、より多く協力してもらえるよ

う呼びかけていきます。 

・「図書館だより」などによる情報提供の充実に努めます。 

・図書委員会がより活発に活動できるよう指導していきます。 

・週末１冊読書の推進に努めます。 

 

Ⅱ 中学校 

・職員会議などを通じて、教職員全体の共通理解を図るとともに、司書教諭・

学校図書館嘱託指導員を中心とした、教職員の協力体制の確立を促します。 

・図書委員や司書教諭による「図書館だより」など、情報提供を進めます。 

・図書委員会がより活発に活動できるよう指導していきます。 

・週末１冊読書の推進に努めます。 

 

Ⅲ 保育園・幼稚園 

・貸出絵本の充実を図ります。 

・絵本の読み聞かせ後の子どもの心へのアプローチの仕方など、職員の能力向

上のため研修を行います。 

・保育士・教師による読み聞かせに加えて、ボランティアの方による読み聞か

せも検討していきます。 

 

 

 

 

 

 



基本目標２  子どもの読書環境の整備・充実 

 

６、児童館・子育て支援センターにおける読書環境の充実 

 

〈現状〉 

 子どもの読書活動を推進するためには、身近なところに読書のできる環境を

整備していることが重要です。 

 現在、児童館・子育て支援センターでは、各施設に図書コーナーが設置して

あります。 

 

〈課題〉 

子どもが身近に読書活動に親しむために、子ども向け図書資料を充実させ、

子どもの読書環境の整備に努めます。 

 

〈取り組み〉 

・適切な予算措置を図り、図書資料の充実に努めます。 

・図書の充実だけでなく、家庭で子どもに絵本の楽しさを伝える保護者に対し

て、そのアプローチの仕方をアドバイスできる体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７、町立図書館のサービスの充実 

 

〈現状〉 

 読み聞かせボランティアと協働でおはなし会を開催するなど、子ども向けの

各種事業を展開し、読書活動の推進に努めています。職員による読み聞かせも

実施しており、スキルを上げるため研修等にも参加しています。 

 また、図書館のホームページ内に子ども向けページを作成し、利用案内や行

事予定、新刊情報などの情報を提供しています。 

 

〈課題〉 

 専門性の高い知識と能力をもった職員を育成し、より充実したサービスを行

うことが必要です。 

 子どもの読書活動の機会に関する情報等を随時提供し、地域の読書活動を活

発にさせるためにキーステーションとしての取り組みを行うことが重要です。 

 

〈取り組み〉 

・子どもが読書を楽しめるようなスペースの整備に努めます。 

・児童サービスを専門とした職員の育成に努めます。 

・インターネットを活用して、子ども読書活動の推進のための各種コンテンツ

を作成し、子ども向けページに掲載するなどして、情報の発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８、学校図書館の整備・充実 

 

〈現状〉 

 学校図書館は、自由な読書活動や読書指導の場として、学校教育の中核的な

役割を担っています。町内のすべての小中学校には司書教諭が置かれており、

さらに学校図書館嘱託指導員を町内で３人配置しており、新規図書のコンピュ

ータ登録など円滑な運営に努めています。 

 下記のように、各校とも蔵書の充足率は基準を充たしていますが、新しい図

書の購入については、読み物としての図書と、調べ学習に必要な図書を予算内

で収めるのは苦労しています。 

 

各学校の蔵書冊数                 〈平成２１年１１月末現在〉 

学校名 学級数 蔵書冊数（冊） 基準値（冊）※ 充足率（％） 

坂崎小学校 ６ 7,329 5,080 144.27

幸田小学校 １９ 12,249 10,560 115.99

中央小学校 １７ 11,407 9,960 114.53

荻谷小学校 １６ 10,381 9,560 108.59

深溝小学校 １２ 10,682 7,960  134.20

豊坂小学校 １３ 9,788 8,360 117.08

幸田中学校 １６ 14,617 12,640 115.64

南部中学校 ８ 10,633 8,480 125.39

北部中学校 １１ 13,308 10,160 130.98

 ※「学校図書館基準」による算出値 

   小学校（学級数 3～6）：3,000＋520×（学級数－2） 

      （学級数 7～12）：5,080＋480×（学級数－6） 

（学級数 13～18）：7,960＋400×（学級数－12） 

（学級数 19～30）：10,360＋200×（学級数－18） 

   中学校（学級数 7～12）：7,360＋560×（学級数－6） 

      （学級数 13～18）：10,720＋480×（学級数－12） 

〈課題〉 

好奇心を呼び起こし、想像力を養い、豊かな心を育む読書センターとしての

機能と、児童生徒の自発的・主体的な学習活動を支援し、各教科・特別活動な

どにおける多様な教育活動に寄与する学習情報センターとしての機能を果たす、

学校図書館づくりを目指します。 

 

 



 

〈取り組み〉 

・すべての学校図書館に目標冊数を超える図書を配置してあるが、魅力ある図

書館にするため、充足率だけではなく、各校の蔵書を年代別に整理し、新しい

図書の計画的な購入に努めます。 

・子どもが、自由で快適な雰囲気で読書を楽しむことができるよう、蔵書の充

実はもちろん、学校図書館の環境設備の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９、町立図書館・学校図書館間の連携等の推進 

 

〈現状〉 

 町内小中学校に団体貸出を行っています。また、小学３年生を対象に図書館

利用学習会を行い、図書館活用の利用教育を行っています。 

 

〈課題〉 

 町立図書館と学校図書館の情報交換や、学校読み聞かせボランティアの育成

などの協力・連携体制を確立することが必要です。また、図書館利用の促進の

ための、広報活動を積極的に行うことが大切です。 

 

〈取り組み〉 

・町立図書館と学校図書館との連携により、優良図書の選定などを行うととも

に、職員間の定期的な情報交換会や、学校読み聞かせボランティアの支援など

のネットワークの構築に努めます。 

・町立図書館の、スペースの都合で除籍資料とする図書を、学校等からのニー

ズに合わせて、学校図書館の蔵書として活用できるような体制を整備します。 

・町立図書館で開催される子どもの読書活動啓発事業の案内等、町立図書館に

行かなければ目にすることの無いチラシを、学校等へも配布していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標３  子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

 

１０、「子ども読書の日」「子ども読書週間」「秋の読書週間」などにおける啓発

事業の実施 

 

〈現状〉 

 町立図書館では、「子ども読書の日」（４月２３日）に合わせ、一定期間貸出

冊数を通常の５冊から１０冊に増やし、より多くの本に親しむための機会を提

供しています。また、小学生を対象とした図書館クイズを実施するなど、読書

活動の普及・啓発事業を実施しています。 

 学校では、おすすめの本を「紹介カード」にかいてもらい、図書室に掲示し

たり、図書委員の児童による読み聞かせ活動をおこなっています。貸出冊数を

個人・クラス別に発表し、図書館利用の促進につなげています。 

  

〈課題〉 

 「子ども読書の日」は、広くこどもの読書活動についての理解を促進し、関

心を深めるために設けられました。 

 この「子ども読書の日」を啓発するための、各種事業を開催し、多くの参加

者を募り、読書活動の推進につながるように事業展開していくことが重要です。 

 

〈取り組み〉 

・「子ども読書の日」や「子ども読書週間」（４月２３日から５月１２日）に合

わせ「子ども一日司書」などの図書館の魅力を発見する事業を推進します。 

・長期休業（夏休み・冬休み・春休み）などの機会に「読書感想文教室」「子ど

も理科教室」など、子どもと学習を結びつけ、読書の動機付けとなる事業を開

催します。 

・「子ども読書の日」の啓発リーフレットを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１、情報の収集・提供 

 

〈現状〉 

情報誌「ハピル」などによる図書館イベント等の周知に努めています。また、

ホームページでは、こどもページの開設、貸出中図書の予約申込み等、利用者

に様々な情報の提供をしています。 

 

 

〈課題〉 

 読書活動を推進するためには、ニーズに応えた図書資料の整備や、読書に関

する事業を考案するとともに、関連した情報の収集を行うことが大切です。 

 

〈取り組み〉 

・「団体貸出制度」（注）を、現在貸し出しカードの登録をしていない団体に向け

て周知していきます。 

・長期休業中の読書図書の選定に役立ててもらえるよう、「みんなにすすめたい

１冊の本」リストを夏休み前に学校で配布します。 

・読み聞かせをするかたの勉強する場として、町広報紙などにより「読み聞か

せボランティア養成講座」の開催を周知します。 

 

（注）町立図書館長が認めた町内の団体を対象に、一度に図書 100 冊以内、期間

30 日間の貸出を行う制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２、優れた取り組みの奨励・優良な図書の普及 

 

〈現状〉 

 

読み聞かせボランティアの活動年報を作成し、関係各機関に配布するなどし

て、広く広報活動に努めています。また、優良な図書の展示、ブックスタート

用絵本の副本を所蔵し、リーフレットとともに紹介しています。 

町立図書館では「みんなにすすめたい１冊の本」のリストを参考に、蔵書中

にあるか確認し、無い本については購入しています。 

 

〈課題〉 

 読み聞かせボランティアに関心をもち、新規ボランティアの発掘につなげる

ことができるような講座の実施や、ボランティア活動の広報の充実を図ること

が必要です。また、保護者向けの読書案内を充実させることが必要です。 

 

〈取り組み〉 

・読み聞かせボランティアの紹介や、保護者向けの読み聞かせ講座を行い、新

規ボランティアの発掘に努めます。 

・成長・発達に応じた推薦図書や読み聞かせに適した内容の本を年齢別に紹介

するブックリストを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章  努力目標（案） 

 

目 標 項 目 平成２１年 平成２６年 

町立図書館の児童図書の年間貸出冊数 

（１２歳以下の子ども１人当たり） 

8.19 冊 

44,372 冊÷5,416 人 
９冊 

１ヶ月の目標読書冊数 

小学生 ３ 冊 

中学生 ３ 冊 

（平成21年10月調査） 

小学生 ６ 冊 

中学生 ４ 冊 

家庭での読み聞かせのための講座 

（保護者向け） 
未実施 実施 

団体貸出制度の登録団体の拡充 
小中学校等 

現在２３団体 
新規団体の登録 

町立図書館・学校図書館間の定期的な情

報交換会の開催 
未実施 実施 

夏休みなどの長期休業に、「読書感想文教

室」などの行事開催 未実施 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 計画の推進 

 

 「幸田町子ども読書活動推進計画」の実現のため、関係機関間の連携を図る

ための連絡・調整や、この計画に基づく各施策の計画的な進行管理を行ってい

きます。 

 そして計画策定後の平成２２年度からおおむね５年間は、主たる取り組みの

実施結果に基づいて、本計画の成果を検証しながら、さらに子ども達の主体的

な読書活動を支援していくため、計画的に施策を推進していきます。 

 

【施策の方向】 

 

① 施策推進体制の整備 

 

② 関係機関同士の連携 

  

 

【具体的施策】 

①施策推進体制の整備 

 

・策定した読書計画を推進していく組織として、推進委員会（仮称）を設置し

て、計画の進捗管理・推進を図ります。 

 

・計画の内容について、情勢の流れに伴い、定期的な見直しを行います。 

 また、計画年度に実施したアンケートと同じ内容で再度アンケート調査し、

進捗状況の把握に努めます。 

 

②関係機関同士の連携 

 

・子どもの自発的な読書活動のため、各施設・団体等で、それぞれの立場から

計画の推進を図ります。 

 

・町立図書館・学校図書館間相互の密接な連携を図るとともに、関係機関・行

政との連携を更に深め、方策の効果的な推進を図ります。 


